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情報技術の利用に伴い、大学図書館における図書館サービスも多様化しているが、情報

技術を利用した効率的な図書館サービスの提供にあたっては、法令に基づく提供が当然の

ことながら義務づけられる。しかしながら、図書館サービスや業務の効率化を目的とした

各種技術開発が行われる一方で、実際の運用にあたっては必ずしも法令に基づく手続が遵

守されていなかったり、取扱の手続や運用について法的な解釈が曖昧なままになっている

ことも多い。とりわけ、大学図書館における著作権問題については、複製及び公衆送信に

係る新たな情報技術の利用に伴い、様々な問題が生じ検討が行われてきている。

1. 著作権制度

・知的財産・知的財産権とは

・著作権及び著作隣接権の保護

・著作物等の公正な利用

2. 遵守法令・ガイドライン

2.1. 法令

○ 著作権法

○ 著作権法施行令

○ 著作権法施行規則

2.2. ガイドライン

○ 国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館における文献複写に関する実務要項」

（平成 15年 1 月 30 日）（以下「実務要項」という。）

○ 国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館間協力における資料複製に関するガ

イドライン」(平成 17 年 7 月 15 日)

○ 社団法人日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会・全国公共図書館協議

会「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライ

ン」（平成 18 年 1 月 1 日）

○ 社団法人日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会・全国公共図書館協議

会「複製物の写り込みに関するガイドライン」（平成 18年 1月 1 日）

○ 社団法人日本図書館協会・国公私立大学図書館協力委員会・全国公共図書館協議

会「『図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドラ

イン』に関するＱ＆Ａ」、「『複製物の写り込みに関するガイドライン』に関する
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